
農地所有者・耕作者のみなさんへ 

今後（１０年後）のあなたの農地の利用に関する 

アンケート調査にご協力ください。 

 

農業経営基盤強化促進法が改正され、これまでの人・農地プランか

ら新たに地域計画を策定することが定められました。今後、高齢化や

人口減少が加速する中で 10 年後の地域の農地を、誰がどのように

守っていくのか。未来へとつなぐプランを一緒に考えていきましょ

う。皆様のご意見をお聞かせください。 

〇アンケートの提出先 

市役所２階農業委員会事務局、各出張所、各市民館まで、提出を 

お願いします。 

 

〇お問い合わせ先 

① 地域計画について 

産業振興課農林振興班  ���（0887）22-5119 

② アンケートについて 

農業委員会事務局  ���（0887）22-5118 



 

人・農地プランから地域計画へ 

人・農地プランの法定化に伴い、地域計画を策定します。 

「地域計画」＝「地域農業の将来の在り方」＋「目標地図」 

地域計画 

室戸市では、農業の健全な発展を図ることを目的として、それぞれ区域を定め

て、地域内の農業者や農地所有者による協議の場を設定し、10 年後の農地の 

担い手やあるべき姿を示した地域計画を策定します。 

10 年後の目指すべき農地利用の姿を目標地図として示し、その目標地図を

実現するためのプランについて、地域の農業者の方々と関係機関が話し合いを

行い、策定してまいります。 

 

意向調査 

今後の目標地図を作成するため、農地の所有者・耕作者を対象に、「今後  

（１０年後）のあなたの農地の利用に関するアンケート調査」を実施します。 

室戸市の農業の未来について話し合うための重要な資料となりますので、 

ご協力お願いします。 

 

地域計画策定・公表までの流れ 

 

各地区で話し合い（集約化や将来の農地利用の在り方について） 

        ↓ 意向調査の実施 

話し合いや調査の結果から「目標地図」の素案を農業委員会が作成 

↓ 

「目標地図」の素案をもとに各地区で話し合い 

↓ 

話し合いの結果を取りまとめ、市が「地域計画」を策定 

↓ 

地域計画の公表（※計画は策定後も随時見直しを行います） 


